
公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出の
有無

該当なし

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

点検結果
（見直す場合はその内容）

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札の見直しの状況（公共工事）

公共工事の名称、
場所、期間及び種

別

契約担当者等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及

び所在地

契約を締結した日
一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率 備考

公益法人の場合契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

様式７－１ 



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出の
有無

該当なし

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

点検結果
（見直す場合はその内容）

備考
再就職の
役員の数

独立行政法人から公益法人への支出に関する随意契約の見直しの状況（公共工事）

公共工事の名称、
場所、期間及び種

別

契約担当者等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及

び所在地

契約を締結した日

随意契約によるこ
ととした業務方法

書又は会計規定等
の根拠規定及び理

由

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

様式７－２ 



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出の
有無

該当なし

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

点検結果
（見直す場合はその内容）

備考

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札の見直しの状況（物品・役務等）

物品役務等の名称
及び数量

契約担当者等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及

び所在地

契約を締結した日
一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率

契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

公益法人の場合

様式７－３ 



公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

継続支出の
有無

該当なし

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

点検結果
（見直す場合はその内容）

備考
再就職の
役員の数

独立行政法人から公益法人への支出に関する随意契約の見直しの状況（物品・役務等）

物品役務等の名称
及び数量

契約担当者等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及

び所在地

契約を締結した日

随意契約によるこ
ととした業務方法書
又は会計規定等の
根拠規定及び理由

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

様式７－４ 



法人名： 国立美術館

公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

継続支出の
有無

公益財団法人
日本博物館協会

維持会費（年会費） 230,000

公益財団法人日本博物
館協会への維持会費の
支出については、当該
法人が算出した会費の
請求書に基づき各施設
がそれぞれ支出してい
る。（※）

5月31日、6月28日

　日本博物館協会は、博物館
活動の推進及び管理運営の改
善に資するため、時宜に適した
問題について専門委員会を組
織し、国内外の調査研究等を
実施している。
　当該協会が主催する会議等
に参加することにより、国内外
の美術館及び博物館について
の情報収集、意見交換を行
い、業務の質の向上に資する
ことから、維持会員として参加
し、会費を支出している。

公財 国所管

文部科学省独立行政法人から公
益法人等に対する会費支出の基
準について（平成24年4月5日24
文科総第4号）に規定されている、
会費支出の要件を満たしている。

有

【記載要領】

（注１）「公益法人等」には、特例民法法人、公益社団・財団法人が含まれる。

（注２）「名目・趣旨等」には、その詳細を簡潔に記載すること。

（注３）「会費一口当たりの金額、もしくは最低限の金額」の欄は支出先法人が定める会費一口当たりの金額もしくは最低限の額を記載すること。

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

※各施設それぞれの支出額は以下のとおり。

　 東京国立近代美術館30,000円、京都国立近代美術館40,000円、国立西洋美術館35,000円、国立国際美術館65,000円、国立新美術館60,000円

独立行政法人から公益法人への契約以外の支出についての見直しの状況

交付又は支出先法人名
称

名目・趣旨等
交付又は支出額

（単位：円）

（会費の場合）
支出先法人が定める会
費一口当たりの金額、
もしくは最低限の金額

（単位：円）

交付又は支出日等
（支出決定日）

（会費の場合）
支出の理由等

公益法人の場合
点検結果

（見直す場合はその内容）

様式８ 
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